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「平成23年分の扶養親族等申告書」
が同封されていた方へ

「扶養親族等申告書」の提出期限は、平成22年11月17日です。

「扶養親族等申告書」の送付にあたって

　年金から所得税を源泉徴収する際に基礎的控除等の所得控除を受けるためのほか、市
町村が個人住民税を算定するためには、同封の「扶養親族等申告書」の提出が必要です。
　ただし、会社等に勤務し、その給与支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出
される方は、「扶養親族等申告書」を提出する必要はありません。 

◎「扶養親族等申告書」は、退職（共済）年金などの「退職」または「老齢」を給付事由とする年金を受

けている方のうち、平成23年中に支払われる年金の額が次の金額以上の方にお送りしています。

① 65歳未満の方 （昭和22年1月2日以後の生まれの方）

② 65歳以上の方 （昭和22年1月1日以前の生まれの方） で

退職共済年金を受給している方

退職共済年金以外（退職年金、減額退職年金など）の年金を受給している方

◎上記の金額未満の方は、課税対象とはなりませんので「扶養親族等申告書」をお送りしていません。

◎また、障害(共済)年金や遺族(共済)年金などの「障害」または「死亡」を給付事由とする年金は、非

課税ですので、これらの年金を受けている方にも「扶養親族等申告書」はお送りしていません。

108万円

80万円

158万円

「扶養親族等申告書」を提出した場合の所得税額と、提出しなかった場合の所得税額

（例）年金一郎さんの場合
本人（無職）
退職共済年金
年金額 180万円
年齢　64歳

妻（無職）
年齢　61歳
（控除対象配偶者） 定期支給期月毎の

所得税額

「扶養親族等申告書」を提出した場合（基礎的控除などの所得控除があります。）

※詳しくは同封の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の手引き」の
　3ページ  ４ 所得税の源泉徴収について  を参照ください。

「扶養親族等申告書」を提出しなかった場合（基礎的控除などの所得控除はありません。）

1,500円

22,500円
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平成２３年分からの年金の所得税に
ついて
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　平成22年度の所得税法の改正により、平成23年分の年金からの源泉徴収に際しては、
年金の支給額から受ける所得控除のうち扶養控除等の見直しが以下のとおり行われます。

1.16歳未満の扶養親族に対する扶養控除（月額32,500円）が廃止されました。
2.16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除について、月額52,500円から月額32,500円に
変更となりました。

3.控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合、特別障害者控除は月額35,000円か
ら月額62,500円に変更となりました。

16歳未満の扶養親族
に対する扶養控除 月額32,500円 0円

16歳以上19歳未満の扶養親族
に対する扶養控除 月額52,500円 月額32,500円

控除対象配偶者又は扶養親族が同居の
特別障害者である場合の特別障害者控除

月額35,000円 月額62,500円

（注）16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、障害者控除は受けることができます。（詳しくは、同封
の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告の手引き」の10ページの「障害者控除の説明」を参照ください。）

（１６歳未満の扶養親族について）
○毎年、年金の支払者である連合会は、年金受給者の方々の住所地の市町村に年金の支
払額及び所得控除の内訳について報告をしております。この報告は、市町村が個人住民
税（市（区）町村民税・（都）道府県民税）を算定する際の資料となります。

○個人住民税の算定（主に非課税限度額の算定）の際に使用するため、障害の状態にかか
わらず、１６歳未満の扶養親族の方を申告していただく必要があります。

○「平成２３年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の「扶養親族（１６歳未満）」欄
に氏名、生年月日等を記入してください。

扶養控除対象者等
改正前控除額

（平成22年分まで）
改正後控除額

（平成23年分から）



扶養親族等申告書に関するＱ＆A
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　昨年申告した内容に変更が生じましたが、変更した事項のみ記入すればよいのでしょう
か。

　私は、今年から障害の状態になりましたので、障害者控除の申告をしたいのですが、「普
通障害」か「特別障害」の区分をどのように判断すれば良いでしょうか。

　妻は、現在、控除対象配偶者に該当しておりますが、来年(平成23年)妻自身、年金を受
ける予定です。この場合、引き続き控除対象配偶者に該当するでしょうか。

　来年(平成23年)から8歳になる孫を扶養することになります。この場合、孫のことを
「扶養親族等申告書」で申告する必要があるのでしょうか。

　変更した事項欄だけでなく、「控除対象配偶者」、「扶養親族」及び「障害者」等の該当す
るすべての事項を改めてご記入ください。
　記載漏れがありますと、その事項については控除の適用が受けられなくなりますので、
ご注意ください。

　「身体障害者手帳」や「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方や、障害者と
して認定あるいは判定を受けた方は障害者控除を受けることができます。
　「普通障害」と「特別障害」の区分については、障害の程度により定められており、詳しく
は同封の「平成23年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の手引き」の10ページ
を参照ください。
  なお、今年から障害の状態ということですので、平成22年分の所得税控除の修正につ
いては、来年2月中旬以降の確定申告の際に修正申告をしていただくこととなります。

　奥様が平成23年中に受ける年金の額によります。奥様が65歳未満の場合は108万
円未満、65歳以上の場合は158万円未満であれば、引き続き控除対象配偶者に該当し
ます。

　申告する必要があります。
　平成22年度の所得税法の改正において、年金から受けることができる所得控除のうち
扶養控除等の改正が行われ、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除（月額32,500円）
が廃止されました。
　この改正は、平成23年分の年金の支給額から源泉徴収される所得税から適用され、お
孫さんは所得税の控除対象にはなりませんが、市町村が個人住民税（市（区）町村民税・
（都）道府県民税）を算定する際の資料となります。
　「扶養親族等申告書」の「扶養親族（16歳未満）」　欄に氏名、生年月日等の記入をお願
いします。
　またこの場合、初めての申告になりますので、お孫さんについてだけではなく、申告す
るすべての事項を改めてご記入ください。



全国年金相談開催案内（11月以降の開催）
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　平成22年度の年金相談につきましては、全国32地区で開催いたしております。11月以降の開催
日程は別表のとおりです。
　各会場とも開催地ごとの予約制となっており、予約は開催日の1週間前まで受け付けております。
　なお、開催日程等につきましては、当会のホ－ムペ－ジ（http：//www.kkr.or.jp）にも掲載しており
ます。
　また、諸事情により開催日程が変更となる場合もありますので、ご承知おきください。変更となった
場合は、変更後の開催日程等を当会のホ－ムペ－ジに掲載いたします。

■ 別表　平成22年11月以降の年金相談開催日程
開催地 開催日 開催会場 開催会場開催地 開催日

福岡市
熊本市
那覇市
松江市
所沢市
さいたま市

つくば市

千葉市

徳島市
大分市
前橋市
柏　市
立川市
横浜市

川崎市

11月12日（金）
11月12日（金）
11月19日（金）
11月26日（金）
11月27日（土）
12月   3日（金）

12月10日（金）

12月17日（金）

1月21日（金）
1月28日（金）
2月 4日（金）
2月 6日（日）
2月10日（木）
2月18日（金）

2月25日（金）

ＫＫＲホテル博多
ＫＫＲホテル熊本
サザンプラザ海邦
サンラポーむらくも
所沢市民文化センター
ホテルブリランテ武蔵野

オークラフロンティア
ホテルつくば

プラザ菜の花

ホテル千秋閣
グリーンリッチホテル大分駅前
前橋ホテルサンカント
柏商工会議所会議室
ザ・クレストホテル立川
ＫＫＲポートヒル横浜

川崎ホテルパーク

ご予約をされます皆様へ

連絡事項 （年金相談をご予約される前に必ずお読みください。）

◎年金相談予約方法 
1 電話でご予約される場合…予約専用電話 03－3265－9708に連絡願います。(土日祝日を除

きます。)
受付時間は午前10時～12時、午後1時～6時までとなります。

2 インタ－ネットでご予約される場合…「KKRホ－ムペ－ジ（http：//www.kkr.or.jp）」からのご予
約となります。ご予約は次の手順で行ってください。「KKRホ－ムペ－ジ」の、①「長期給付情
報」の「相談・案内」を開く、②「相談・案内」の項番1の「年金相談・年金見込額試算について」を
開く、③「年金相談会の予約をしたい」を開き必要事項を入力の上送信してください。

3 郵送でご予約される場合…「年金相談予約」と明記し、（1）開催地、開催日、希望時間（午前・午後）
（2）氏名（フリガナ）（3）生年月日（4）住所（5）連絡先電話番号（6）年金証書記号番号（7）相
談内容を記入して下記宛にお送りください。　
〒１０２－８０８２　東京都千代田区九段南１－１－１０　九段合同庁舎　

国家公務員共済組合連合会年金部　年金相談室予約受付係
◎年金相談をご予約された皆様には、別途、開催日にあわせてご自宅に相談会のご案内を送付させて
いただきます。



年金に関する各種届出について

　退職（共済）年金・障害（共済）年金・減額退職年金等を受給されている方が、次のいずれかに該当
したときは、その再就職している間、ボーナス等も含む賃金に応じて年金の一部の支給が停止にな
ることがあります。
1.　民間会社等に再就職され、厚生年金保険、私立学校教職員共済の公的年金制度に加入されたとき
2.　昭和12年4月2日以降の生まれの方で70歳以後、厚生年金保険適用事業所に勤務されてい
る方や私立学校教職員共済制度の特定教職員として勤務されている方
3.　国会議員や地方議会の議員に就任されたとき

　退職（共済）年金、障害（共済）年金、減額退職年金等を受給されている方が、再び公務員（国公立
大学法人、独立行政法人、郵政グループ等を含みます。）として再就職し共済組合に加入された場
合には、その翌月から原則として年金は支給停止になります。

　６５歳未満の特別支給の退職共済年金の受給権者の方が失業給付（雇用保険法による基本手当
又は船員保険法による失業保険金）を受けるために、公共職業安定所（ハローワーク）または地方運
輸局に求職の申込をしたときは、求職の申込をした月の翌月から退職共済年金の支給が停止とな
ります（職域加算額に相当する額を除きます）。
　公共職業安定所（ハローワーク)に「求職の申し込み」をする前に、失業給付（基本手当）の額を試
算し、退職共済年金の額と比較のうえ、どちらを受給するか選択してください。失業給付を一度請
求してしまうと、原則としてその取り消しはできません。

　この場合は、「再就職届」（※1）を再就職先の共済組合にお届け願います。

民間会社などに再就職したとき、または国会議員等になったとき

公務員として再就職したとき

雇用保険の失業給付を受けようとするとき
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◆具体的な手続き

◆具体的な手続き

再就職

再退職

厚生年金の被保険者等
になった場合

厚生年金の被保険者等
でなくなった場合

『厚生年金保険の被保険者等届
（再就職届）』（※1）

『年金の一部停止事由の
消滅等届（退職等届）』（※1）

連合会へ
提出

「求職の申込み」を行った場合

失業給付の受給期間が満了した時 雇用保険受給資格者証の写し

連合会へ
提出

◆具体的な手続き

＜退職共済年金＞
職域加算額相当部分

＜退職共済年金＞
職域加算額相当部分

加給年金額

厚生年金相当部分

定額部分

厚
生
年
金
等

雇用保険法
の失業給付
（基本手当）

「退職共済年金支給停止事由該当
届」（※1）と「雇用保険受給資格者証
の写し又は船員失業保険証の写し」

比 較比 較

支給停止
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　加給年金額の対象者が次のいずれかに該当したときは、加給年金額は支給されません。

加給年金額が加算されている方へ

対象者

1

2

3

発生事由

加給年金額
対象者である
配偶者

加給年金額
対象者である
子

年金受給権
者ご本人

①　お亡くなりになったとき
②　離婚したとき
③　公的年金制度から老齢厚生年金又は退職共済年金(いずれも加入期間
が２０年以上であるか又は２０年とみなされる年金)を受けることになっ
たとき(※2)

④　公的年金制度から障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金を受
けることになったとき

⑤　年金受給権者ご本人によって生計が維持されなくなったとき（※3）

①　お亡くなりになったとき
②　年金受給権者ご本人の配偶者以外の養子となったとき
③　養子である子が離縁したとき
④　婚姻したとき
⑤　年金受給権者ご本人によって生計が維持されなくなったとき（※3）

加給年金額が加算された老齢厚生年金を受けることになったとき（老齢厚生
年金が優先されます）

※2「加入期間が20年以上とみなされる」かどうかは、老齢厚生年金については年金事務所で、退職共済年金について
は各共済組合で確認してください。

※3「生計が維持されなくなったとき」とは、加給年金額対象者と年金受給権者が生計を共にしなくなった場合(例えば、
別居)、又は加給年金額対象者の年収が８５０万円以上になった場合をいいますが、具体的には個別の事情により判
断します。該当すると思われる場合は、担当（給付第二課第４係）までお申し出ください。

　上記の事由に該当した場合は、「加給年金額対象者異動届」（※1）に必要書類を添付のうえ提出し
てください。

　年金に関する各種届出用紙については、年金証書に
同封した「届出用紙綴」の中にあります。用紙がない方
は、連合会のホームページ(http://www.kkr.or.jp)か
ら取得することができます。また、連合会年金部までお
電話いただければ用紙をお送りいたします。

◆具体的な手続き

注  意

●　年金に関する各種届出が遅れますと年金額の払い過ぎが多額となり、返済
等でご面倒をおかけすることになります。

（※1）年金に関する各種届出用紙について



パークゴルフで
元気をもらいました

　「今日も晴天のようだ。パークゴルフに行きましょ

う。」と言う妻の声に元気をもらい起床する。今は私も妻

も古希も過ぎ毎日が日曜日の中で健康維持と友との友

情を求めパークゴルフに明け暮れの毎日です。

　郵政生活を終えて七年余、退職と同時に友人の誘い

でパークゴルフをはじめて以来、今日まで、私も妻も大

病もなく元気で毎日の生活をエンジョイしているのも、

このパークゴルフと老後の年金のおかげと感謝してい

る。年金も決して満足する額とは言えないが、現役時代

の労苦に対するものと感謝しながら生活しています。

　パークゴルフは、北海道で生まれた国産のスポーツ

で本ゴルフのミニ版のようなもので、自然を大切に、三

世代交流、安全で楽しいスポーツです。今、私達の周り

でも急速に普及し、年々競技人口が増えています。土日

ともなると各地で交流会が行われ仲間同士の笑顔での

付き合いが行われています。道具もクラブとボールが

あればでき、ボールを打ちながらカップインするその打

数で順位を争うもので、歩くことを基本としているため、

私達年配者はもちろん子供にも最適のスポーツです。

　プレー後は、日々反省と明日の上達をめざして健康を

維持しながら、今、妻共々老後を楽しんでいます。

秋田県　二木　鉄夫 （73歳）

「老い」との対峙その挑戦
　私の隣町の観音さんは別名「コロリ観音」と呼ばれ昔
も今も深い信仰を集めている。
　現代版ＰＰＫと同義で人生の終末はかくありたいとの
願望は昔も今も変わりないものである。
　高齢者の一員として自己管理で、自立、自助、自援で
と心掛け「老い」と対峙したいものである。以下、次の三
点に焦点を当て触れてみたい。
1.運動について
　朝のテレビ体操、4キロ強のウォーキングを日課と
し、今では生活の一部と定着している。今後も続け運
動の柱としたい。更に仲間やグループの中での運動
の具体化を。
2.詩講座等の受講について
　地元歴史博物館の歴史講座や講演会に参加して
いる。未知の歴史に触れ、新知識を得ることは楽しい
ことである。
　時あたかも2011年のＮＨＫ大河ドラマが「江～姫
たちの戦国」に決定、私たちの地元が舞台の中心に
なることもあって喜びと期待に熱く盛り上がっており
私もその一人。
3.「自分の歩み」に挑戦
　自分史に程遠いが「私の歩み」の整理を思い立ち
記憶をたどって記録し、資料を集め整理し、パソコン
のキーをたたくことを始めた。
　加筆、削除、修正があり当分紆余曲折があるので
は・・・腰を据え気長に対応をしたい。

滋賀県　西村　新三 （74歳）

＜「読者のひろば」係より＞
　毎回多数のご応募を頂きありがとうございます。
　「共済年金だより」は、昭和50年２月の創刊以来、今回で第99号になり、次号の来る平成23年1月号
で第100号を迎えることになりました。これも皆様のご支援があればこそと感謝しております。
　つきましては、『読者のひろば』では、通常、「挑戦・実践・苦戦」の3テーマで募集しておりますが、通常の
募集の他に、第100号では特別掲載号として是非『第1号からお読みいただいている方の投稿（テーマ
自由）』をお待ちしています。
　ご投稿原稿は、２００字以上６００字以内で、題名及び年金証書記号番号、郵便番号、住所、氏名、年齢を
明記して、連合会年金部 年金相談室「読者のひろば」係まで送付ください。なお、原稿の返却はいたしま
せん。また、掲載できない場合もありますのでご了承ください。

［お問い合わせ先］　〒１０２－８０８２ 千代田区九段南1-1-10  九段合同庁舎
国家公務員共済組合連合会  年金部 （０３）３２６５－８１４１ （代表）
◆電話でのお問い合わせは、土日祝日を除く午前9時から午後6時までとなっております。
◆最近 、間違い電話が多くなっていますので、おかけ間違いのないよう十分ご注意ください。
◆お問い合わせの際は、必ず年金証書記号番号をお知らせください。

連合会ホ－ムペ－ジアドレス ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｋｒ．ｏｒ．ｊｐ
（年金相談や各種届出用紙のダウンロード等にご利用ください）




